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＜要約＞  

 
本稿では、特区に参加した自治体の平均的効果の検証を通じて、地域が主体

となり、規制緩和を政策手段とした地域政策の評価を試みた。その結果、第 1

に、特区を実施している自治体に対するアンケート調査結果によれば、製造業

分野における研究開発や企業誘致に関連する特区の実施主体の 8 割以上が規制

緩和による雇用創出効果を期待しているものの、実施後に効果ありとする回答

は低調に留まっていた。規制緩和策を雇用創出に結びつけるためには、自治体

独自の雇用創出策の立案もしくは実行能力が鍵となることが示唆された。さら

に、第 2 に、「事業所・企業統計調査」を用いて、特区による特例措置が適用

されなかった自治体を比較グループとして、実施自治体における特区の政策効

果を定量的に検証した。その結果、施策の効果が及ぶ対象の同質性を確保して

も、施策の実施前後の雇用の量的変化に関する限り、研究開発の促進や企業誘

致に資する規制の緩和措置が、域内の製造業の雇用を促進したとはいえなかっ

た。  
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Ⅰ はじめに  

本稿の目的は、地域提案型の規制緩和策が地域レベルの雇用創出に与える

効果を検証することにある。  

従来、日本では、都道府県や市町村といった地方政府が産業・雇用施策を

講じる場合、全国一律の制度や規制は所与の条件として扱われてきた。また、

地域により差別的な制度 (例えば税制 )が適用される場合でも、その多くは中

央政府主導の地域振興策の一環として行われるのが通例であった。その意味

で、2003 年の第 1 回認定以降現在まで続く「構造改革特区」は、「地方公共

団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域特性に応じた規制の特例を

導入する特定の区域」 1 を導入し、地域経済の活性化を促そうとする全く新

しい試みである 2 。  

 構造改革特区の認定にあたっては、まず地方公共団体等の公的主体や民間

企業・大学等から、特区の提案と関連する規制緩和要望が内閣官房構造改革

特区推進室に寄せられ、関係省庁が事前調整の上「特例措置を講ずることが

できる規制」を決定する。そのうえで、地方公共団体は列挙された規制の中

から、特区を実現するために必要な規制の特例措置を選択して計画を作成し、

申請を行う。実際には、2002 年の第 1 次提案募集に際して 426 件の特区提

案と約 900 項目の規制緩和要望が出されたのち、 93 の特例措置が認められ

た。そして 03 年 4～ 5 月の第 1 回認定により、国際物流特区 (港湾の臨時開

庁手数料の軽減等 )や産学連携特区 (外国人研究者の入国、在留申請の優先処

理等 )、農業活性化特区 (株式会社等の農業経営への参入の容認等 )など 117

件の特区が誕生し、以後、08 年 7 月の第 17 回認定まで新規認定計画の累計

は 1,014 件に及ぶ。  

今回の構造改革特区には、①特定の地域における構造改革の事例を示すこ

とにより全国的な構造改革へと波及して、日本全体の経済の活性化が実現す

るという「規制改革上の目的」、および②地域の特性に応じた産業の集積や

新規産業の創出等により、地域経済の活性化を目指すという「地域政策上の

目的」がある。そのため、構造改革特区の評価には以下の 2 つの視点があ

りうる (小野 ,  2003)。  
                                                           
1  構造改革特区推進本部「構造改革特区推進のための基本方針」(2002 年 9 月 20 日）。  
2  横山 (2002）は、構造改革特区導入に至る背景として、日本経済活性化策としての規

制改革と、画一的地域政策を脱却し地域の個性ある発展を目指す地域力戦略が相俟っ

た点を指摘している。また、小野 (2003）は、従来にない今回の特区のユニークさと

して、①制度改革の実験を試みていること、②特区実現までのスピードが早いこと、

③規制の特例措置の追加を前提としていること、④情報公開の徹底、⑤市町村と内閣

府の連携、⑥特区に係る省庁通達の禁止、⑦改革の提案主体が被規制側の国民 (自治

体）・企業であること (ただし、計画の申請主体は地方公共団体に限定されている）、を

挙げている。  
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第 1 は、規制改革の全国化を図るために、規制緩和の平均的な政策効果

を評価するものである。この点について実際の評価プロセスと見ると、特区

推進本部に設置された評価委員会により、規制所管省庁が行った調査の結果

に加え、特区の現地視察を含む独自の調査や規制所管省庁からの意見聴取に

基づいて、評価対象となった特例措置について「全国で実施」、「引き続き特

区で実施」、「規制の特例措置の廃止・是正」のいずれかの評価が下されてい

る。実際には、「特段の問題が生じていないと判断されたものについては、

速やかに全国展開を推進していくものとする」との基本理念のもと、過去 6

回の評価において廃止・是正対象となった特例措置はなく、株式会社等の農

業経営への参入に関する規制等、評価対象となった特例措置のほとんどが全

国展開され、それに伴って 712 件の特区計画が認定取消となった。しかし

ながら、特例措置の全国展開にあたっては、特区内外から計画的に収集され

たデータに基づくプログラム評価の実施、あるいは全国展開の際の便益と損

失の比較考量といった定量的評価が必要とされる (鈴木 ,  2004)。  

第 2 は、実際に施策に参加した自治体の特区の平均的効果の検証を通じ

て、地域振興策としての特区を評価するものである。この場合、規制緩和の

全国展開の判断の根拠とはなり得ない。しかし、従来型の財政措置を講じる

のではなく、地域の提案による規制緩和策を地域経済の活性化につなげると

いう新たな政策手法の有効性を考える上で有益な作業であろう。  

こうした地域を限定した雇用創出策の定量的な評価は、日本を含めた先進

諸国では総じて蓄積が乏しい (OECD, 2005)。例外は、イギリスやアメリカ

におけるエンタープライズゾーンの評価であろう。これは 1980 年代以降、

不況地域対策として実施されてきたもので、指定地域の立地企業に対して税

の 減 免 や 補 助 金 、 一 部 の 規 制 緩 和 措 置 が 講 じ ら れ る （ Greenbaum and 

Bondonio,  2004）。 雇 用 成 長 に 関 す る 政 策 評 価 の 結 果 は 混 在 し て い る が

（ Wilder and Rubin,  1996）、新規の雇用創出と既存雇用の消失とでは、施

策の効果が異なることを示す研究もある（ Greenbaum and Enberge,  2004）。 

そこで本稿では、市町村別の雇用動向に関するマクロデータを用いて、特

区が地域経済にもたらした影響を検証する。もとより、教育や生活福祉に関

する特区等、地域の雇用への直接的な効果を企図していない計画も多い。こ

こでは、主に研究開発や企業誘致の要件緩和を活用した特区計画に対象を限

定する。  

本稿の構成は以下の通りである。Ⅱでは、構造改革特区の認定を受けた自

治体に対するアンケート調査を用いて、地域雇用創出策としての特区計画の

目的と評価を概観するとともに、評価を分けるポイントを考察する。続くⅢ
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では、総務省「事業所・企業統計調査」の市町村別従業者数を用いて、特区

の政策効果を定量的に分析する。最後にⅣで本稿の結論を要約し、特区的手

法を地域雇用創出に活かす上で何がカギとなるのかについて、政策的な課題

を提示する。  

 
Ⅱ 雇用創出施策としての構造改革特区  

1 雇用創出策としての構造改革特区  

本節では、 2006 年 8 月から 9 月にかけて労働政策研究・研修機構が実施

した、「構造改革特区の雇用への影響に関する調査」の個票データを用いる。

調査対象は、特区の効果発現までのタイムラグを考慮し、 2006 年 7 月時点

で計画認定後 1 年以上が経過した延べ 609 件の特区うち、内閣府構造改革

特区担当室の計画分類に基づいて「農業」や「農村都市交流」、「産学連携」、

「産業活性化」、「 IT関連」といった産業・雇用施策に係る 250 件を選定し、

当該計画を実施している 368 の自治体の特区担当部門に調査票を送付した

3 。回収数は、計画単位で 192 件、実施自治体単位で 259 件であり、回収率

はそれぞれ 76.8%、70.4%であった。しかし各特区で講じられる規制の緩和

措置は多様であり、また農業や観光分野ではそもそも雇用創出への期待が小

さいことから、本稿では主に製造業を対象とした規制の特例措置に着目する

4 。回収数は計画単位 57 件、申請主体単位で 81 件であり、回収率はそれぞ

れ 77.0%と 66.8%である。  

                                                          

表 1 は特区の対象地域に適用される規制の特例措置を示している。その

内容は大きく 2 つに分けられる。第一に、バイオテクノロジーや微細加工

技術（ナノテクノロジー）など、先端産業の育成に資する研究開発を進める

ため、外国人研究者や国立大学教員の活用に関する特例措置がある。さらに

これらと併せて、企業誘致策との親和性が高い、施設や土地利用に関するハ

ード面の規制緩和を講じている特区が多い。また、アンケート調査の回答結

果によると、特区の当初から企業誘致や新規企業・既存企業による雇用拡大

などの雇用効果を期待していた自治体は約 83%に上り、うち約 82%が特定

の産業をターゲットに挙げている 5 。  

では、特例措置を活用した雇用創出はどの程度みられるのか。アンケート  

 
3  特例措置の全国展開に伴って認定を取消された計画を含む。また、特区認定後に市

町村合併を経験した自治体については、合併後の自治体に調査票を送付した。  
4  株式会社の農業参入や濁酒製造の要件緩和といった農業、観光関連のほか、情報通

信業や卸売・小売業といった振興対象業種が明らかに異なる計画と、広範な産業を対

象とする官民共同職業紹介に関する計画を除いた。  
5  具体的な記入をみると、自動車産業のほか、ナノテクノロジー（素材やバイオ産業

関連）や医薬品製造業などの先端分野を挙げる例が多い。  
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特例措置の性格 主な特例措置の内容

人材活用
外国人の入国、在留申請の優先処理、外国人の永住許可
の弾力化、国立大学教員の兼業緩和など

施設・土地利用

国有施設等の廉価使用の拡大、国の試験研究施設の使用
容易化、石油コンビナート施設のレイアウト規制緩和、
土地開発公社造成地の賃貸容認、工業移転促進地域から
の除外など

注：2003年4月～2004年3月の認定計画のうち、製造業関連計画に限定

　　自治体による回答ではなく、公式の特区計画書を基に作成した

表1　主な特例措置の内容

 

 

おおいに効
果あり

ある程度効
果あり

あまり効果
なし

ほとんど効
果なし

把握してい
ない

想定してい
ない

N

県の回答 7.0% 23.3% 16.3% 20.9% 20.9% 11.6% 43
市町の回答 3.1% 28.1% 6.3% 21.9% 25.0% 15.6% 32
出所:労働政策研究・研修機構「構造改革特区の雇用への影響に関する調査」

表2　「雇用創出・雇用の伸び」に関する特区計画の効果

 
 
調査では、雇用創出の具体的な実績値を尋ねているものの残念ながら無回答

が多い。したがってここでは、「雇用創出・雇用の伸び」について、効果の

程度（おおいに効果あり～ほとんど効果なし）を尋ねた結果を用いる。もと

より主観的な指標は時と主体により異なりうるものであり、特区を実施して

いない自治体に同様の成果を保障するものではない。しかし、既に実施され

た特区において特例措置の活用を通じた雇用創出はある（と認識されてい

る）のかという点は、定量的な政策評価の前に確認しておく必要があるだろ

う。  

表 2 は、アンケートの調査時点である 2006 年 8 月末までの「計画による

雇用創出・雇用の伸び」に関する回答結果である。なお、回答主体が都道府

県の場合、計画の申請や運営は行っているものの、雇用に対する影響は規制

の特例措置が適用された地域におけるものであるため、自地域について評価

している市や町と分けて表示している。県による評価は、措置が適用された

地域の平均的な成果を表すものと解釈される。回答分布をみると、先に述べ

たように雇用創出効果を想定していないとする回答はわずかだが、効果を把

握していないとする回答が 20%程度ある。他方、効果あり（「おおいに効果

あり」と「ある程度効果あり」の合計）とする回答も 3 割程度あり、その

規模は明らかではないものの、規制の特例措置を活用した雇用創出も一部に

は確認される。  
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2 特区の成否を分けるもの  

 では、特区制度に名乗りを上げ、意欲が高いと目される自治体間で（主観

的な）成果が分かれた要因は何であろうか。その一つは、施策の異質性であ

り、講じられた特例措置によりその効果が異なることが予想される。また、

施策の効果が時間に依存すれば、計画認定から調査時点までの期間が長いほ

ど、特例措置の活用が進むと考えられる。さらに、地域限定の特例措置が継

続しているかどうかもポイントであろう。この点は、地域特性に応じた規制

の特例措置を地域活性化につなげるという、地域政策としての構造改革特区

の評価に関連する。他方、（認識された）雇用創出効果は、規制緩和策とは

別の施策、具体的には、企業誘致や新規開業支援、職業紹介などによって生

じている可能性もある。  

そこで表 2 に示された主観的な成果を用いて、以上の仮説をチェックす

る。サンプルサイズが小さく、定量的な分析には信頼性が欠けるが、構造改

革特区の成果に関する既存の議論は事例調査に基づくものしかなく、一定の

意義があると思われる。ただし表 2 にみたように、そもそも雇用の伸びを

想定していない自治体も多い。効果を把握していない場合も、特区による雇

用創出効果は不明である。したがってまず、「効果を想定しかつ把握してい

る」を 1、「想定していないもしくは把握していない」を 0 とする選別モデ

ルを推計する。そのうえで雇用創出・雇用の伸びについて、「効果あり」を

1、「効果なし」を 0 とする質的選択変数を被説明変数とする、プロビット

モデルを推計する。  

先の議論にしたがって、説明変数には、企業誘致に関する要件の緩和を含

む場合に１、ソフト関連のみを 0 とする誘致関連の特区ダミーと、認定か

らの経過月数、特例措置が全国展開済みの場合に１、地域限定で継続中の場

合に０とする全国展開済みダミーを用いた。またアンケート調査より、特区

に関連した地域独自の「雇用創出施策」 6 の実施の有無とその開始時期に関

する回答から、3 種のダミー変数（関連施策なし、特区前から関連施策あり、

特区後に関連施策あり）を作成し、説明変数に導入する。第 1 段階の選別

モデルにのみ含まれる説明変数には単独自治体による特区を識別するダミ

ー変数を用いた。なお、本来は県と市町を分けた分析が望ましいが、サンプ

ルサイズの制約から、両者の回答の違いは県回答ダミーによってコントロー

ルする 7 。推計に用いた変数の記述統計量は表 3 の通りである。  
                                                           
6  アンケートで尋ねた雇用創出施策とは、企業誘致、工業団地の整備、創業支援施設

の整備、起業への助成、事業主への雇用助成、コミュニティビジネス運営支援、産学

官連携の構築、職業訓練等就労支援である。  
7  説明変数に欠損値があるもの (6 ケース）を分析から除外したため、推計に用 いたサ
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変数名 Ｎ 平均値 標準偏差 最小値 最大値

雇用創出効果あり† 45 0.467 0.505 0 1
誘致関連特区† 69 0.652 0.480 0 1
認定後の経過月数 69 30.551 10.055 7 40
全国展開済み† 69 0.333 0.475 0 1
関連施策なし† 69 0.594 0.495 0 1
認定前に関連施策あり† 69 0.319 0.469 0 1
認定後に関連施策あり† 69 0.087 0.284 0 1
回答主体（県）† 69 0.406 0.495 0 1
単独実施の特区† 69 0.391 0.492 0 1
注:†はダミー変数

表3　記述統計量

 

推計結果は表 4 に示されている。下段の選別モデルの推計結果では、単

独で実施している自治体、および特区の特例措置が全国展開済みである自治

体ほど、雇用創出効果を期待しかつ把握している確率が高い。特区の（主観

的な）雇用創出効果については (上段 )、まず、時間の影響は、符号は予想さ

れたとおり正だが有意ではない。全国展開済みダミーの係数も有意ではない

ことと併せると、規制の特例措置の継続性は成果に影響がないといえる。よ

り興味深い結果は、雇用創出を意図した施策が実施されている否かが成果を

分けているという点である。推計結果から、誘致関連の特区を実施している

自治体ほど雇用創出に効果があるとする確率が高く、また、特区に関連した

雇用創出施策がない自治体に比べ、特区認定以前から関連施策を実施してい

た自治体の方が、特区の効果ありとする確率が高い。しかも、関連施策を実

施している自治体でも、それが特区後の場合には、施策がない自治体と比べ

て雇用創出効果に有意な差はない。  

結果の解釈としては、自治体独自の施策が雇用創出を実現するまでに時間

がかかること、あるいは、特区以前から独自の雇用創出策を実施していた自

治体は、観察されない雇用創出意欲や企画力あるいは財政力などが高く、そ

うした自治体ほど独自の施策と補完的に特区を運用して成果を上げている

とも考えられる。  

 製造業分野における研究開発や企業誘致に関連する特区の調査結果から

は、実施主体の 8 割以上が規制緩和による雇用創出効果を期待しているも

のの、実施後に効果ありとする回答は 3 割程度と低調であることがわかっ

た。その背景には、自治体独自の雇用創出策の立案もしくは実行能力が、規

制緩和を雇用創出に結びつけるための鍵となっている可能性が示唆された。 

                                                                                                                                                                          
ンプルサイズは 69 である。  
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雇用への効果（雇用効果あり=1,　雇用効果なし=0）

ハード関連の特例措置ありダミー 0.482
(0.286) †

認定後の経過月数 0.018
(0.031)

全国展開済みダミー 0.149
(0.563)

関連施策（リファレンス：施策なしダミー）

　認定前に施策ありダミー 0.699
(0.348) *

　認定後に施策ありダミー 0.196
(0.597)

県回答ダミー 0.559
(0.279) *

定数項 -1.096
(1.336) *

選別

ハード関連の特例措置ありダミー 0.260
(0.237)

全国展開済みダミー 0.832
(0.237) **

県回答ダミー -0.025
(0.262)

単独自治体の特区ダミー 0.973
(0.304) **

定数項 -0.364
(0.237)

atanh rho -12.451
(310.557)

rho -1
LR test (rho=0): chi2(1) 6.93
Prob > chi2 0.009
Wald chi2(7) 3701.75
Prob > chi2 0.000
Log likelihood -60.884
N 6
センサーされた数 24
センサーされていない数 45

表4　雇用への効果を決定する要因

Coefficient

Coefficient

注: （　）内は標準誤差。**、*、†はそれぞれ、1%、5%、10%で統計的に

有意であることを示す。
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Ⅲ 特区の政策効果  

１ 分析の枠組み  

 前節では、特区を実施している自治体に対するアンケート調査の回答を用

いて、雇用創出策としての特区への期待と現時点の評価を考察した。しかし

ながら、上記はあくまで特区実施自治体間の（主観的な）成果の差異を検討

したものに過ぎない。以下では、定量的な成果指標を用いて特区の政策効果

を検証する。  

今回の特区のように、希望者のみが実施できる施策の場合、特区に手を挙

げた自治体ほど地域雇用創出への意欲や施策の企画力・実行力などが高い可

能性がある。したがって、意欲等の観察されない要因を統計的に取り除いた
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上で、純粋な特区の効果を測る必要がある。  

施策の実施が観察されない要因と相関する場合（内生性問題と呼ばれる）

にはいくつかの対処法があるが 8 、ここでは、Difference in Differences（以

下、 DID）と呼ばれる評価手法を用いる。  

いま、特区実施前（ ）と実施後（ ）の 2 時点において、全ての自治体

のデータが得られる場合、以下のような政策の成果関数を考える

1t 2t
9 。  

)('
ittiitiiit XDY εθφβγ ++++= ,   21 , ttt = (1)  

ここで、 は自治体 i の 時点の従業者数を、 は特区による規制の特例

措置の適用を受けた場合に 1、受けていない場合に 0 の値を取るダミー変数

（以下、特区ダミー）を、

itY t iD

iγ  はその係数を示す。また は各自治体の属性

を、 はその係数を示している。なお、

itX
)it

'β (iii μεθφ =++ は、誤差項 itμ を、

個々の自治体 に固有で時間 t には不変である部分 ii φ と、全自治体に共通の

マクロショック tθ 、そして誤差項 itε に加法分離したものである。  

 このとき、誤差項 itε が特区の適用とは独立、すなわち 0)|( =itit DE ε であれ

ば、 (1)式について特区実施前後の差分（ Difference in Differences）をとる

ことにより iφ および tθ が消滅するから、 DID 推定量（ ）  DIDγ̂

)~~()~~(ˆ 0011
tttt

DID YYYY −−−=γ
1212

  (2)  

により、実際に規制の特例措置が適用された自治体における平均的な政策効

果の一致推定量が得られる。ここで、 [ ]ijitit
D

t DttXYEY i

j
,|)ˆ(~ ' =−= β

iD

は、回帰

式により属性を調整した自治体の従業者数であり、 は特区ダミーを示し

ている。  

 しかしながら、特区適用自治体と非適用自治体との間で、日本経済のマク

ロショックへの反応、例えば製造業の空洞化が雇用に与える影響が地域によ

り異なる場合には、(2)式による DID 推定量は特区実施自治体における政策

効果に一致しない（ Bell  et .  al . ,  1999）。事実、橘川ほか (2005)および橘川

(2006)では、全国的に製造業が衰退するなかでも、産業構造の多様性とそれ

を活かす中小企業の戦略的対応（納入先の多様化）がみられた地域では、製

造業雇用が維持されており、地域によりマクロショックへの反応が異なるこ

                                                           
8  内生性問題への対処策は、「非実験的手法」と呼ばれ、①操作変数法、② Dif ference  
in  Di f ferences、③マッチング法の３つの手法が提唱されている。非実験的手法につ

いては、 Blundel l  and Costa  Dias  (2000;2002)および黒澤（ 2005）を参照。また、今

回の特区制度の特徴に即して政策評価手法を議論したものとして鈴木（ 2004）がある 。 
9  政策効果変数 iγ は自治体により異なるが時間に依存しないものとして扱い、特区の

継続期間（認定から までの期間）に依存した効果は捨象している。  2t
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とみてよい。そこで、 (1)式の成果関数を  

 ,  )('
itt

D
iitiiit kXDY εθφβγ ++++= 21 , ttt =  (3)  

と書き直す。ここで、 は、 2 つのグループ（添字 D は特区ダミー）で異

なるマクロショックを示す。  

Dk

 すると、先の (2)式による DID 推定量は、  

))(()ˆ( 01
tt

DID kkE θθγγ −−+=
12
  (4)  

となり、 の時のみ に一致する。そこで、 Bell  et  al .  (1999)に従っ

て、施策実施前後の期間と同様の景気局面にあるなるべく近い期間の変化を

導 入 し 、 両 期 間 の 差 分 を 取 れ ば （ Differentially Adjusted Difference in 

Differences）、 (4)式の右辺第 2 項が消滅する。  

okk =1 DIDγ̂

新たな期間を  とすると、異なる時点の変化を考慮した DID 推

定量（ DADID）は、  
1*** ttt <<

 { } { })~~()~~()~~()~~(ˆ 00110
1

011
tttttttt

DADID YYYYYYYY −−−−−−−=γ
******212

                                                          

 (5)  

となり、特区適用自治体における特区の平均的効果が得られる 1 0 。  

 ただし、以上の評価手法により求められる政策の効果は、「規制の特例措

置が適用された」自治体における特区の平均的効果であり、特区非適用自治

体も含めた母集団全体の特区の平均的効果とは一致しない 1 1 。したがって、

本節の政策効果は、規制の特例措置を全国展開する際の判断の根拠とはなり

得ない点に注意を要する。  

 
2 対象特区とデータ  

以下、データについて述べる。ここでは、2003 年 4 月の第１回から 2004

年 3 月の第 4 回までに認定された 324 の計画のうち、94 の特区計画の効果

を検証する。第 4 回認定までに限定したのは、施策後のデータとして用い

る 2004 年の「事業所・企業統計」の調査時点（ 6 月）以前であることによ

 
1 0  その他、単純な DID 推定量には、特区実施前の観測時点（ ）の選択に関する問 題

が指摘されている。たとえば「一時的に」雇用減少が激しい自治体ほど特区に手を挙

げる（または都道府県により特区の適用地域に指定される）傾向が強ければ、そのよ

うな自治体は特区がなくとも雇用が改善される可能性が高いため、得られた TTE は過

大推計となる。本稿では、政府による特区制度の検討が始まる前の 2001 年のデータ

を用いるため、自治体固有の一時的な雇用変化の影響はないものとみられる。  

1t

1 1  前者は Average  Treatment  on the  Treated Ef fect（ TTE）、後者は Average  
Treatment  Ef fec t (ATE)と呼ばれる（ Blundel l  and Costa  Dias ,  2002）。特に、企業立

地に関する規制の特例措置により、適用地域が非適用地域の雇用を奪う場合

（ disp lacement  e f fec t）、当該規制の全国的な緩和は、日本の地域全体ではほとんど

効果をもたない可能性がある。  
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る。対象計画の選定方法、ならびに特区で講じられる規制の特例措置は前節

の分析対象と同じである。  

 規制の特例措置の適用は市町村を単位とするため、ここでは第 1 回特区

計画の申請直前時期に当たる 2003 年 4 月 1 日時点の境界に基づき、東京

23 区を含む 3,209 の市町村のデータを用いる。このうち、認定計画により

特例措置が適用された自治体は 189 であり、全自治体の約 5.9%を占める。 

特区の成果には、市区町村別の製造業民営事業所従業者数（対数）を用い

る。総務省「事業所・企業統計調査」の調査時点に基づき、特区制度以前の

期間である 1996 年と 99 年、ならびに特区実施前後にあたる 2001 年と 04

年の 4 時点のデータを用いる。なお、施策後の成果の観測時点を 2004 年（ 6

月）としたのは、この時期は規制の特例措置の全国化が本格化する以前であ

り、地域限定の規制緩和策の効果を検証できるためである。  

図 1-1 は、この間の特区適用自治体と非適用自治体の製造業従業者数の推

移をみたものである。全市町村ベースで見ても、人口規模（ 1995 年の国勢

調査ベース）に分けて比較しても、平均的には、特区適用自治体の方が非適

用自治体に比べて製造業従業者数が多い。一方、変化のトレンドは両グルー

プともに過去 8 年間に減少を続けていることがわかる。  

 推計モデルは以下のようである。  

itiiiiiiiiiiiiiit XAPTAPATPTAPTE εααααααααα +++++++++= 876543210ln   

(6)  
 ここで、 は市町村 の 時点の製造業従業者数を、 は特区適用自治体

を 1、非適用自治体を 0 とするダミー変数、 は特区の適用実施前後の期間

である 01 年と 04 年を 1、 96 年と 99 年を 0 とするダミー変数、 は二期

間における期末（ 99 年と 04 年）を表す期末ダミーである。ここでは、これ

ら 3 つのダミー変数の交差項である の係数

itE i t iT

iP

iA

iii APT 7α が、異なる期間の変化を

考慮した DID 推定量を示す。コントロール変数である には、製造業の労

働需要に影響を与える変数として、前年の都道府県別県内総生産の成長率と

都道府県別の製造業所定内平均給与（対数）を用いた。データの出所はそれ

ぞれ内閣府「県民経済計算」および厚生労働省「賃金構造基本統計調査」で

ある。推計に用いた変数の記述統計量は、表 5 に示している。  

iX

 実際に推計に用いたのは、自然災害により 2001 年のデータが得られない

東京都三宅村および 1996 年以降、製造業従業者数がいずれかの時点で 0 人

であった 12 市町村を除く 3,197 の市町村データである。推計は最小二乗法

で行い、分散不均一性に対処するため White(1980)による修正を行った。  
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図1-1　製造業従業者数の変化（全市町村）
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図1-2　製造業従業者数の変化（人口5万人
未満）
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図1-3　製造業従業者数の変化（人口5万-
30人未満）
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図1-4　製造業従業者数の変化（人口30万
人以上）
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注：人口規模は 1995 年「国勢調査」に基づく。  

 

変数名 Ｎ 平均値 標準偏差 最小値 最大値
製造業従業者数（対数） 12788 6.815 1.659 0.000 12.994
都道府県別製造業所定内給与（対数） 12788 5.557 0.142 5.212 5.948
都道府県別県内総生産成長率 12788 1.546 1.675 -4.400 6.012
製造業関連特区† 12788 0.059 0.236 0 1
うち第１回認定特区† 12788 0.042 0.201 0 1
誘致関連特区† 12788 0.046 0.210 0 1
うち第１回認定特区† 12788 0.030 0.172 0 1
注:†はダミー変数を示す

表5　記述統計量

 

 

3 推計結果  

推計結果は表 6 に示している。ここでは、 (6)式において特区適用の政策

効果を示す 7α の推計値のみを表示している。まず、1 列目の全市町村に関す

る結果をみる。推計 (1)では、ソフト面およびハード面の規制緩和策全体に  

 12



(1) 製造業特区全体 -0.008 -0.035 -0.002 -0.053
(0.202) (0.191) (0.212) (0.365)

(2) うち第1回認定特区 0.001 -0.030 0.003 -0.072
(0.250) (0.238) (0.280) (0.382)

(3) ハード面の規制緩和あり -0.029 -0.050 -0.010 -0.037
(0.218) (0.202) (0.206) (0.409)

(4) うち第1回認定特区 -0.025 -0.053 -0.010 -0.045
(0.282) (0.268) (0.281) (0.426)

N 12788 10920 1568 300

注: （　）内はロバスト標準誤差。特区ダミーは、(1)式では製造業関連特区全体を、(2)式では、(1)のうち第1
回認定特区のみを、(3)式では施設や土地利用などのハード面の規制緩和のある特区のみを、(4)式では、(3)のう

ち第1回認定特区のみを表す。コントロール変数として、前年の都道府県別の製造業対数所定内給与および県

内総生産成長率をそれぞれ含む。**、*、†はそれぞれ、1%、5%、10%で統計的に有意であることを示す。

人口規模

表6　市区町村人口規模別の製造業関連特区の効果 (DADID)
（被説明変数：民営製造業従業者数の変化率）

5万人未満 5万～30万人未満 30万人以上全市町村特区ダミーの定義

 

ついてその雇用面の平均効果を見ている。係数の符号は負となっているが統

計的に有意ではない。しかし、 2004 年 6 月までの観測期間では、適用され

た特例措置の継続期間 最も長い第 1 回認定特区の 1 年 2 ヶ月に対して認

定時期の最も遅い第 4 回認定特区ではわずか 3 ヶ月に過ぎない。さらに、

規制の特例措置の性格によって雇用創出効果も異なる可能性がある。そこで

推計 (2)では、第 1 回認定特区に限定した効果を、推計 (3)および推計 (4)では、

施設や土地利用といった誘致関連の特例措置を含む特区に限定した効果を

それぞれみている（うち推計 (4)は第 1 回認定特区）。その結果から、地域限

定の特例措置の継続期間、あるいは規制緩和策の内容を考慮した特区の効果

は、い

は

ずれも製造業の雇用に有意な影響を及ぼしていないことが示されてい

る  

する規制緩和措置が、域内の製造業の雇用を促進

たとはいえなかった。  

。

表 6 の 2 列目以降は、自治体間の同質性を確保するため、観測期間当初

の 1995 年の「国勢調査」に基づいた市町村の人口規模別に、(6)式を推計し

た結果である。係数の符号をみると、三列目の人口 5 万人以上 30 万人未満

の都市間比較において、推計 (2)の第一回認定特区の符号だけがプラスであ

り、その他の全ての推計結果では符号はマイナスとなっている。ただしいず

れも統計的に有意ではない。このように施策の効果が及ぶ対象の同質性を確

保しても、雇用の量的変化に関する限り、研究開発人材の活用や施設・土地

利用といった雇用創出に関

し
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Ⅳ

手段とした地域政

独自の雇用創出策の立

する規制緩和措置が、域内の製造業の雇用を促進し

、雇用面の施策の効果を高めるよう政策変更が行われたとも考

 おわりに  

地域経済の活性化と規制緩和の全国化を目的とする構造改革特区には、自

ずと 2 つの評価軸がありうる。本稿では、特区に参加した自治体の平均的

効果の検証を通じて、地域が主体となり、規制緩和を政策

策の評価を試みた。その結果は次のように要約される。  

 第 1 に、特区を実施している自治体に対するアンケート調査結果によれ

ば、製造業分野における研究開発や企業誘致に関連する特区の実施主体の 8

割以上が規制緩和による雇用創出効果を期待しているものの、実施後に効果

ありとする回答は低調に留まっていた。主観的な成果を分ける要因としては、

規制緩和策を雇用創出に結びつけるためには、自治体

案もしくは実行能力が鍵となることが示唆された。  

 第 2 に、「事業所・企業統計調査」を用いて、特区による特例措置が適用

されなかった自治体を比較グループとして、実施自治体における特区の政策

効果を定量的に検証した。その結果、施策の効果が及ぶ対象の同質性を確保

しても、施策の実施前後の雇用の量的変化に関する限り、研究開発人材の活

用や施設・土地利用に関

たとはいえなかった。  

 以上の結果からは、規制の特例措置を活用するという政策手法は、確かに

財政措置を伴わない安価な手段であるものの、それゆえそれのみでは十分な

効果が得られないことを示唆している。 2002 年の構造改革特区制度以後、

地域再生計画（ 2004 年 6 月～）や各省庁の地域支援プログラムなど、自治

体による企画競争型の地域政策が矢継ぎ早に導入されてきた。これらの新た

な施策においても、当初は規制の特例のみを手段としてきたが、 2005 年度

以降は、課税の特例措置や交付金の支給といった財政措置が講じられるよう

になっており

えられる。  

しかし、本稿のようにストックの雇用変化が成果指標となるのかは問題なし

としない。ストックの雇用変化率は雇用創出と雇用消失の差として定義され

るものであり、フローの雇用変動を十分に捕捉していないうらみがある。分

析対象の特区計画をみると、バイオメディカルを初めとした健康・医療産業

や微細加工（ナノテク）分野、環境・リサイクル産業など、新たな成長産業

の育成を意図したものが多い。こうした自治体において域内製造業の構造転

換が進んでいる場合には、フローの製造業雇用を成果指標に用いるべきかも

しれない。さらに、特例措置の利用主体が特区計画に沿った特定の産業であ

れば、より特定化された産業別にフローの効果を検証すべきであろう。残念
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ながら、市町村レベルの産業別従業者数のフローデータは公表されていない

ため、代替的な成果指標の選定が課題となるかもしれない。これらは今後に

された課題である。  

小
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